
�愛媛県告示第９２０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、今治市菊間町河之内、松尾及び池原地域に係る県営土地改良

事業計画を変更したので、同条第６項において準用する同法第８７条

第５項の規定により、次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを

縦覧に供する。

平成２５年８月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（一般農道整備事業・歌仙地区）変更計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成２５年８月１４日から９月１０日まで

３ 縦覧場所

今治市役所菊間支所

�愛媛県告示第９２１号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２５年８月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第９２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

保内町土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（維持

管理）の施行を平成２５年８月５日認可した。

平成２５年８月１３日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

�愛媛県告示第９２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年８月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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訓 令

○ 愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…６２３

告 示

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２４）第４６２３号 平成２４年
５月１０日 米田商事（株） 米田 巨樹 松山市空港通６－１２－２ 平成２５年

７月１日 屋根工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－２２）第１３１２２号 平成２２年
７月１９日 成田建設（株） 成田 明弘 松山市東垣生町５８５ 平成２５年

７月２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２５）第１７１７６号 平成２５年
６月１８日

（株）ＬＩＵＥＸ ＤＥ
ＳＩＧＮ ＷＯＲＫＳ 石村 政哉 松山市喜与町１－６－８ 平成２５年

７月３１日 建築工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１２５０８号 平成２２年
５月１６日 （株）エヌプラス四国 山村 務 松山市北土居５－８－３２ 平成２５年

７月３１日
土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

毎週（火・金）曜日発行 第２４９５号 平成２５年８月１３日

平成２５年８月１３日火曜日 第２４９５号
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�愛媛県告示第９２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年８月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１０号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２５年８月１３日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

森

林

整

備

課

１～１８

省略

１９ 森林

の間伐

等の実

施の促

進に関

する特

別措置

法の施

行に関

する事

務

１ 基本方針の策定及び変更（第

４条第１項、第４項から第６項

まで）

○

２ 市町の特定間伐等促進計画の

策定及び変更の協議に対する同

意（第５条第６項、第８項）

○

３ 特定増殖事業計画に関するこ

と。

別表第７（第４条関係）

知事の権限に属する農林水産部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

森

林

整

備

課

１～１８

省略

１９ 森林

の間伐

等の実

施の促

進に関

する特

別措置

法の施

行に関

する事

務

１ 基本方針の策定及び変更（第

３条第１項、第３項から第５項

まで）

○

２ 市町の特定間伐等促進計画の

策定及び変更の協議に対する同

意（第４条第６項、第８項）

○

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 御内下畑地線 宇和島市津島町槇川８２３番１地先

旧 ４．３～６．７ ０．０３７

新 ９．３～２６．２ ０．０３７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 御内下畑地線 宇和島市津島町槇川８２３番１地先 平成２５年８月１３日

訓 令

改 正 後 改 正 前
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� 認定及び変更の認定（第９

条第１項、第５項、第１０条第

１項、第４項）

○

� 市町長の意見の聴取（第９

条第４項、第１０条第４項）

○

� 認定の取消し等（第１０条第

２項、第３項）

○

� 報告の徴収（第１５条） ○

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

平成２５年８月１３日 発行

愛 媛 県 報平成２５年８月１３日 第２４９５号

６２４


